
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  国外居住親族の居住地                   

Ｑ：国外に居住する子を扶養控除の対象に

する場合、書類の提出が必要になるとのこと

ですが、留学の場合もおなじですか？                            

                                              

Ａ：次のような取扱いになります。 

【解説】 

海外に居住する親族を扶養控除の対象とす

る場合、平成28年以降、一定の書類を提出し

なければならないこととなりましたが、お尋

ねのように学術や技芸の習得のため国外に居

住することとなった者の住所の判定について

は、次のようにその習得のために居住する期

間その居住する地に「職業」を有するものと

して、推定することとなっています。 

 【国内に住所を有する者と推定する場合】 

  ①その者が国内において、継続して一年以

上居住することを通常必要とする職業を

有すること 

  ②その者が日本の国籍を有し、かつ、その

者が国内において生計を一にする配偶者

その他の親族を有することその他国内に

おけるその者の職業及び資産の有無等の

状況に照らし、その者が国内において継

続して一年以上居住するものと推測する

に足りる事実があること 

したがって、その留学が１年以上要すると

いうことであれば、国内に住所を有する者と

推定されますので、この適用の対象外という

ことになります。 
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